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鴨川市健康福祉計画の評価方法について

１.はじめに

本会議は、鴨川市地域福祉計画の進行管理を行うことを目的に、鴨川市地域福祉推進会議設

置要綱に基づき設置され、その所掌事務は同要綱第２条に次の 4つの事項が掲げられている。
（1）地域福祉計画に基づく施策の総合的な調整及び計画的な推進に関すること。
（2）地域福祉計画の進行管理及び見直しに関すること。
（3）他の健康福祉施策との調整に関すること。
（4）前３号に掲げるもののほか、地域福祉に関して必要と認めること。

２.評価方法の検討の方向性

上記に掲げる所掌事務を実行するに当たり、その方法が不明確であるため、平成 24年 11
月に開催した第２回会議においては、その評価方法について審議したところであるが、具体的

に進行管理・評価を実施している自治体の事例を参考に検討を行うこととしたところである。

３.検討に向けて

上記を踏まえ、まずは県内自治体の動向を探ることとする。また、評価方法を教示してもら

うため訪問した東京都目黒区の事例もこれに含め、併せて検討を行うこととする。

なお、検討に当たっては、評価表や基準の設定といった評価方法だけに留まらず、会議の審

議内容に応じた開催時期についても併せて検討を行うこととした。

資 料 ２
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（１）県内の「地域福祉計画」の策定、改定状況（平成 26年 3月 31日時点）

県内市町村における地域福祉計画の策定状況は、「策定済み」が 30市町（29市、1町）
で 55.5％、「策定予定」が 1市の 1.9％、「策定未定」が 23市町村（7市、15町、1村）の
42.6％となっている。
なお、「策定済み」の 30市町村のうち、既に「改定済み」が 20市で 37.0％であり、「未

改定」が本市を含めた 10市町（18.5％）となっている。
市町村名

策定済み
策定予定 策定未定

改定済み 未改定

1 千葉市 ○

2 銚子市 ○

3 市川市 ○

4 船橋市 ○

5 館山市 ○

6 木更津市 ○

7 松戸市 ○

8 野田市 ○

9 茂原市 ○

10 成田市 ○

11 佐倉市 ○

12 東金市 ○

13 旭市 ○

14 習志野市 ○

15 柏市 ○

16 勝浦市 ○

17 市原市 ○

18 流山市 ○

19 八千代市 ○

20 我孫子市 ○

21 鴨川市 ○

22 鎌ケ谷市 ○

23 君津市 ○

24 富津市 ○

25 浦安市 ○

26 四街道市 ○

27 袖ヶ浦市 ○

28 八街市 ○

29 印西市 ○

30 白井市 ○

31 富里市 ○

32 南房総市 ○

33 匝瑳市 ○

34 香取市 ○

35 山武市 ○

36 いすみ市 ○

37 大網白里市 ○

38 酒々井町 ○

39 栄町 ○

40 神崎町 ○

41 多古町 ○

42 東庄町 ○

43 九十九里町 ○

44 芝山町 ○

45 横芝光町 ○

46 一宮町 ○

47 睦沢町 ○

48 長生村 ○

49 白子町 ○

50 長柄町 ○

51 長南町 ○

52 大多喜町 ○

53 御宿町 ○

54 鋸南町 ○

20 10 1 23
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（２）「地域福祉計画」策定済み市における評価の状況

地域福祉計画上に「目標値（指標）」を設定しているのは策定済み 30市のうち、市川市
と市原市の２市、評価表を様式として整備しているのは市川市の１市しか確認できなかった。

また、評価を行うための基準を設けているのは市川市と船橋市の２市のみ確認できたが、

いずれも定性的な基準に留まっている現状にあり、これは東京都目黒区も同様である。

市川市、船橋市及び目黒区の評価表を次頁以降に示す。

○評価基準

＊市川市 ４段階

（すべて達成できた、概ね達成できた、一部達成できた、全く達成できなかった）

＊船橋市 ５段階

（小項目を達成したため事業を完了した、小項目を順調に達成しつつあるため、このま

ま事業を継続する、 小項目を達成するためには当該事業の改善・工夫が必要など）

＊目黒区 ４段階

（達成した、ある程度達成した、少し達成した、達成していない）

市町村名 策定年月日 目標値の

設定

評価表様式

の有無

評価基準の

設定

左記の区分

1 千葉市 平成 27年 2月 － － －

2 市川市 平成 25年 3月 ○ ○ ○ ４段階

3 船橋市 平成 22年 3月 － － ○ ５段階

4 木更津市 平成 24年 3月 － － －

5 松戸市 平成 26年 1月 － － －

6 野田市 平成 22年 3月 － － －

7 茂原市 平成 25年 3月 － － －

8 成田市 平成 21年 3月 － － －

9 佐倉市 平成 23年 3月 － － －

10 旭市 平成 24年 3月 － － －

11 柏市 平成 26年 4月 － － －

12 市原市 平成 23年 5月 ○ － －

13 流山市 平成 24年 3月 － － －

14 我孫子市 平成 22年 3月 － － －

15 鎌ケ谷市 平成 23年 8月 － － －

16 君津市 平成 26年 3月 － － －

17 浦安市 平成 27年 3月 － － －

18 印西市 平成 24年 3月 － － －

19 山武市 平成 26年 3月 － － －

20 大網白里市 平成 25年 3月 － － －

計 ２ １ ２
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【市川市】
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【船橋市】
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【目黒区】
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（３）鴨川市地域福祉計画の進行管理について

前記自治体の評価表を参考とした本市の地域福祉計画の評価方法は下記を基本とする。

1）目標値（指標）の設定について
前回会議において、指標の設定による自己採点形式の採用に関する意見もいただい

ているが、地域福祉計画は数値目標を掲げるサービス供給計画でないうえ、その実践に

当たっては、活動やサービスの目標を数量として掲げることが馴染まない。何を持って

計画が達成されたとするのかの判断並びに評価が不明確であること。施策効果と成果の

因果関係の測定が困難であること。計画の性格上、定性的評価とならざるを得ない。な

どといった本計画の性格に鑑み、また、計画期間も一か年度を残す時期的な部分も勘案

し、現時点での指標の設定は見合わせることとしたい。

2）評価方法について
上記により目標値（指標）の設定は行わないことから、評価の視点を具体的な個別

施策の取組み、その進捗状況を点検・検証するものとしたい。

なお、その評価は、取組み内容を所掌課による自己評価方式に拠ることとするととも

に、評価基準については、前記自治体と同様に簡易方式に拠るものとしたい。

3）評価項目について
評価項目は「取り組み」内容となるが、その取り組みについては、「一人ひとりが取

り組むこと」、「地域で取り組むこと」及び「市が取り組むこと」の３本立ての体系とな

っている。

本計画では、地域における生活課題を発見・共有し、自分でできることは自分で行う

（自助）、市民同士でささえあう（共助）、市がささえあいの基盤づくりや市民等が行う

地域活動を支援する（公助）の役割分担と、それが適切に機能することにより、地域全

体で助け合い、ささえあって、みんなが共存できる福祉のまちづくりを進めることを基

本的な考え方としています。

また、協同・連携の元に社会福祉協議会が策定した「地域福祉活動計画」においては、

主に共助【地域で取り組むこと】の部分について、連携を図りながら、活動の方針を定

めることとしています。（本編Ｐ148頁）
このようなことから、評価項目については、公助【市が取り組むこと】ととして掲載

されている内容を評価対象とすることとしたい。（次頁 例を参照）

また、「重点項目」については、基本的に前述の内容の中から、特に重点的に取り組

む内容として抜粋、掲げられているものであるが、複数内容に跨る、又は、「地域で取

り組むこと」として位置づけられている内容を包含しているケースも散見されるため、

単に重複となる場合もあるが、「重点項目」についても個別に評価表を作成することと

する。
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○一人ひとりの自己実現を目指し、自分自身が地域の主役だという自覚を持ちます。

○地域に住むすべての人が互いに一人ひとりの個性を尊重します。

○地域の中で個々を尊重し、誰もが主役であるという意識を醸成します。

○地域で暮らすすべての人を、地域から排除せず、地域社会の中に包み込みます。

○障害、性別、年齢などを問わず、地域や学校等での福祉教育の中で、ノーマライゼ

ーション・ソーシャルインクルージョンについて浸透を図ります。

4）評価基準について
簡易方式に拠る評価基準を採用するに当たっては、目標値（指標）が未設定であるこ

とから、何をもって計画が達成されたとするのかの判断が困難であるため、取組み内容

とその進捗状況に着目し、前記の自治体と異なり、以下の３段階としたい。

① 計画期間内に実施すべき具体的施策に着手し、一定の成果や数値的な実績がある

など、その取組みが堅調に推移していると認められるもの。

→ 「Ａ」

② 計画期間内に実施すべき具体的施策に着手しているものの、より一層の取組みや

事業伸展が求められるもの。

→ 「Ｂ」

③ 計画期間内に実施すべき具体的施策に着手しているとは言い難いもの

→ 「Ｃ」

5）評価理由の記載
簡易方式に拠る評価基準は定性的な評価であるため客観性が乏しく、第三者が判断

しずらいといったデメリットが介在する。

これを解消するため、評価理由を記載することとする。

市が取り組むこと

地域で取り組むこと

一人ひとりが取り組むこと

取り組み
例
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6）課題及び方策
計画推進の推進に当たり、社会情勢の変化、国の動向、地域を取り巻く環境の変容

などにより、当初計画していた手法や事業が馴染まない、対応し切れないなどといっ

た課題を把握、その対応策までが提示可能であれば、今後の取組みはもとより、次期

計画の策定にも寄与することが期待できるため、当該記載欄を設けることとする。

7）評価表について
前記した３自治体の中から、東京都目黒区の評価表を基本とし、上記の事項を踏ま

え、次頁に記載例と併せ評価表（案）を示す。
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【案】

整理番号　　１

計画書頁 97Ｐ

重点項目 1-（1）

Ａ

具体的な施策に着手
し、一定の成果や数値

的な実績があるなど、
その取組みが堅調に推

移している

Ｂ

具体的な施策への着手
は認められるものの、よ

り一層の取組みや事業
の伸展が求められる

Ｃ
具体的な施策に着手し

ているとは言い難いも
の

鴨川市地域福祉計画取組み成果 評価表

取組みの方向性 1.市民一人ひとりが主役の地域づくり

施策の方向 1.誰もが主役

目  標
　地域で暮らしている、乳幼児から高齢者のすべての年代の人、障害のある人、
介護が必要な人など、誰もが主役となり、その人らしく生きることのできる地域を
目指します。

取組みの内容
　障害、性別、年齢などを問わず、地域や学校等での福祉教育の中で、ノーマラ
イゼーション・ソーシャルインクルージョンについて浸透を図ります。

　すべての人々を地域社会の中に包み込むというソーシャルインクルージョンの
意識の醸成

所管課 学校教育課、生涯学習課、健康推進課

実績等

・認知症サポーター養成講座の実施
　　天津小学校【継続】、千葉県立長狭高校【新規】
・市内小中学校の教育課程の一環として全教育活動の中で思いやりの心を育て
る【継続】
　ボランティア活動、ユニセフ・赤い羽根募金、エコキャップ収集　書き損じはがき
寄付、福祉作文や福祉標語づくり、地域の高齢者とのふれあい体験活動、学校
周辺のクリーン活動、海岸清掃
・福祉体験（車椅子・高齢者擬似体験等）出前学習
　【継続】東条・天津・田原小学校、【新規】長狭学園
・障害者基本計画及び第４次障害福祉計画の策定【新規】
・「かもがわおひさまのシリーズ」マーマレード、ポン酢のラベリング作業を福祉作
業所に依頼し、社会の一員である自覚づくりに寄与【継続】

目標に対する評価

評価の理由

　庁内横断的な取組みにより、意識の醸成に寄与した。

今後の事業推進の
課題及び方策

　排除や孤立の全くない社会の形成は、現実的にかなり困難であり、むしろ、排
除･孤立が再生産されてしまう状況ともなる。したがって、排除･孤立に対応する
不断の取り組みが求められ、その取り組みを日常化していくプロセスこそが重要
であるが、これこそが大きな課題でもある。
　そのため、平成27年度を計画初年度とする第４次障害福祉計画に基づき、継続
かつより効果的な取組みを実施する。
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8）進捗管理及び評価
会議委員は、提出された評価表を点検・検証し、提案や助言を行うものとする。

なお、この進捗管理や評価は、ＰＤＣＡサイクルにより、計画上のサービスや取組

みの改善点を明らかにし、今後の施策の充実を図るための仕組みであることから、実

施時期も重要な要素となる。

今更ながらではあるものの、このサイクルを有効なものとするためには、実施時期

及び内容は、下表が理想的なものとなる。

年次 年度 会議開催月 理由

計画初年度 平成 23年度 ３月頃 計画初年度で施策の進捗が見込め

ないため、極力、年度後半に行うも

のとしたい。

２年次目 平成 24年度 ３月頃 施策の進捗状況をできる限り適切

に把握するため、極力、年度後半に

行うものとしたい。

３年次目 平成 25年度 7月頃 計画中間年であるため、前期（1～3
年次）の検証と後期（3～5年次）
の施策の見直しを行うことが有益

なため。

４年次目 平成 26年度 10月頃 評価結果を次年度当初予算に反映

させるため、遅くとも左記までの開

催を目指す。

計画最終年度 平成 27年度 7月頃 計画最終年度であるため、極力早期

に評価を行い、課題を抽出するな

ど、本計画の成果を次期計画にフィ

ードバックするため、出納閉鎖後

（５月末）に速やかな実績の把握に

よる早期の開催を見込む。


